
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新料金プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  プラン 

保険金額 
基本プラン 

天災・地震 

補償プラン 

掛け金 350円 500円 

死亡保険金 1,040万円 1,040万円 

後遺傷害保険金（限度額） 1,040万円 1,040万円 

入院保険金日額 6,500円 6,500円 

手術保険金（入院中の手術） 65,000円 65,000円 

手術保険金（通院中の手術） 32,500円 32,500円 

通院保険金日額 4,000円 4,000円 

自身・噴火・津波による死傷 × ○ 

賠償責任（限度額） 5億円 5億円 

N o . 2 6 5 

2020-3 
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発行 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会（ボランティアセンター） 

〒351-8560 朝霞市大字浜崎５１－１ 総合福祉センターはあとぴあ ３階 

TEL ０４８（４８６）２４８５  FAX ０４８（４８６）２４１８         

E-mail volo@asaka-shakyo.or.jp  URL http://www.asaka-shakyo.or.jp/ 

 

 

 

 
朝霞社協マスコットキャラクター

 

令和 2年度 ボランティア保険のご案内 

※料金プランの見直しにより、基本プランと天災・地震補償プランのみとなりました。 

３ 

 ボランティア保険とは？？？ 
ボランティア活動は、個人の自主的・主体的な活動ですので、その責任も個人が負うことと
なります。万が一の事故に備え、『ボランティア保険』を掛けておくことで、損害や賠償の一
部を金銭的に補うことができます。加入受付はボランティアセンターで行っていますので、
活動を始める前に加入されることをお勧めします。また、年度ごとの掛け捨てになりますの
で、前年度ご加入いただいた方も、今年度あらためてご加入いただく必要があります。 

 
加入できる方 補償期間 申込方法 用意するもの 

個人ボランティア又はボランテ

ィアグループの会員 

令和 2年 4月 1日から令和 3年

3月 31日まで 

※途中加入は、加入日の翌日から

令和 3年 3月 31日まで 

活動日の前日までに、

直接、本会にて申込を

行ってください 

掛け金、印鑑 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

「仲間を募集したい」「イベントのお知らせ

がしたい」など、ボランティアに関する情報

をお寄せください。郵送・FAX・E-mail な

どで、ボランティアセンターまでお知らせく

ださい。 

●ボランティア行事保険●  ※昨年度と変更はありません 

補償期間：行事開催期間中  

掛 け 金：Ａプラン（宿泊を伴わない行事）参加者数×28円（最低掛け金：５６０円） 

         ※参加者が事前に特定できる行事 

Ｂプラン（宿泊を伴う行事）参加者数×２４１円（1泊 2日の場合） 

【宿泊日数により増額】 

Ｃプラン（参加者が事前に特定できない行事）参加者数×２８円 

（最低掛け金：５６０円） 

※参加者が事前に特定できない行事 

申込方法：所定の振込用紙で保険料を振り込んでいただいた後、直接、当ボランティア 

センターにて申込みを行ってください。 

必要物品：領収書（事前振込）、印鑑、参加者名簿 

 

●サロン交流会 中止のお知らせ● 

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、参加者の健康・安全面を第一に

考慮した結果、令和 2年 3月 14日（土）午前 10時 30分から予定していた「サロン活

動者交流会」は【中止】することとなりました。 

参加を予定していた方には誠に申し訳ありませんが、何卒御理解の程よろしくお願いいた

します。 

  


